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改正障害者差別解消法における国交省対応指針の改正案（検討中案）について 

 

 

国土交通省では、来年４月１日に施行される改正障害者差別解消法に対応するため、

対応指針改正の検討が開始されていますので、改正案（検討中案）についてご質問等

ありましたらご返信ください。なお、いただきました内容については、事務局で取りまとめて

国土交通省へ提出をさせていただきます。詳細は別添資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．概   要 改正障害者差別解消法（令和６年４月１日施行）では、事業者に対して、

不当な差別的取扱いの禁止に加えて、合理的配慮の提供を義務付けして

いる。現在、国土交通省では、不動産業界向けに、①不当な差別取扱い

にあたる・あたらない、②合理的配慮の提供、提供義務違反・違反に

あたらないと考えられる考え方や具体例などを記載した対応指針の改正に

ついて検討を開始している。 

２．送付等資料 (1)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要（現在） 

(2)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する

法律の概要 

(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針概要 

(4)改正障害者差別解消法における国交省対応指針改正案（検討中案）

（照会・回答票） 

３．回   答 ２の(4)にて E-mail によりご連絡ください。 

４．回 答 期 限 令和５年４月２８日（金） 

５．参 考 Ｈ Ｐ (1)障害を理由とする差別の解消の推進（国交省ＨＰ） 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000062.html 

(2)障害者施策（内閣府ＨＰ） 

https://www8.cao.go.jp/shougai/index.html 

６．問 合 せ 先 （一社）全国住宅産業協会 担当：原田・高木 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１          以 上  
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